
「高浜地域、大飯地域及び美浜地域の緊急時対応」 

の主な改定項目（案）について 

（防護措置に関する充実化等） 

○放射線防護対策施設の整備

・放射線防護対策施設として５施設（福井県内３施設、京都府内２施設）を整備

（とりまとめ、前回改定から現時点） 

○避難退域時検査場所候補地の追加

・滋賀県内の避難退域時検査場所候補地を７施設から８施設に変更

○最新の住民の状況等を反映

・最新のデータを反映（人口、児童数、要配慮者数、社会福祉施設入所者数、観光客数、

民間企業者数） 

（その他） 

○住民への情報伝達体制の強化

・わかりやすく情報発信することを目的に定めた「原子力防災ピクトグラム」を活用し

た住民への情報伝達体制を強化

○他地域の緊急時対応で整理された事項等の反映

・複合災害時における対応体制

・大雪の予報等の発表により屋内退避の継続が困難になると見込まれる場合の対応

など

資料１



放射線防護対策施設の整備
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避難の実施により健康リスクが高まる避難行動要支援者に係る対応

内浦公民館
（収容可能者数：120人）

高浜けいあいの里
（収容可能者数：150人）

大浦会館
（収容可能者数：60人）

特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑
（収容可能者数：150人）

原子力研修センター
（収容可能者数：160人）

障害者施設こひつじの苑舞鶴
（収容可能者数：100人）

特別養護老人ホームやすらぎの郷
（収容可能者数：150人）

※ 一部の放射線防護対策施設は万一集落が孤立した場合にも活用

旧音海小中学校
（収容可能者数：150人）

おと み

若狭高浜病院
（収容可能者数：165人）

 避難の実施により健康リスクが高まる者については、輸送等の避難準備が整うまで、放射線防護機能を付加した近傍の放射
線防護対策施設（合計25施設）で屋内退避。

 これらの25施設では、施設入所者とPAZ内の在宅の避難行動要支援者等を最大合計約4,147人を収容可能。

 また、これら25施設では、 屋内退避者のための3～7日分を目安に食料及び生活物資等を備蓄。

 さらに、屋内退避中に食料等が不足するような場合には、関西電力(株)が供給。

ＵＰＺ

ＰＡＺ

高浜町中央体育館
（収容可能者数：150人）

青郷小学校
（収容可能者数：120人）

せいきょう

特別養護老人ホーム安寿の里
（収容可能者数：80人）

国立病院機構舞鶴医療センター
（収容可能者数：183人）

うち うら

おおうら

高齢者支援センター松寿苑
（綾部市生活支援ハウス）
（収容可能者数：94人）

わか さ たか はま

若狭高浜病院附属介護老人保健施設

（収容可能者数：110人）

田井原子力防災センター
（収容可能者数：80人）

養護老人ホーム安岡園
（収容可能者数：64人）

わか さ たか はま

（凡例）

：京都府内の施設

：福井県内の施設 ：関西電力保有施設

奥上林公民館
（林業者等健康管理センター）

（収容可能者数：140人）

おくかんばやし

みずなぎ鹿原学園
（収容可能者数：100人）

か はら

特別養護老人ホーム長寿苑
（収容可能者数：80人）

特別養護老人ホーム
いこいの村梅の木寮

（収容可能者数：241人）

国家公務員共済連合会
舞鶴共済病院

（収容可能者数：1,000人）

朝来小学校
（収容可能者数：80人）

あせ く た い

宮津市養老地区公民館
（収容可能者数：220人）

特別養護老人ホーム天橋の郷
（収容可能者数：200人）

ようろう

てんきょう さと

たかはま

たかはまちょう

ちょうじゅえん

まつじゅえん

えん まいづる

やすおかえん

あんじゅ さと

まいづる

はくあいえん

まいづる

うめ き りょう

高浜地域
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大飯地域避難の実施により健康リスクが高まる避難行動要支援者に係る対応

※ 一部の放射線防護対策施設は万一集落が孤立した場合にも活用

PAZ

 避難の実施により健康リスクが高まる者については、輸送等の避難準備が整うまで、放射線防護機能を付加した近

傍の放射線防護対策施設（14施設）で屋内退避。

 これらの14施設では、施設入所者とPAZ内の在宅の避難行動要支援者等を最大合計約1,900人を収容可能。

 また、これら14施設では、 屋内退避者のための3～7日分を目安に食料及び生活物資等を備蓄。

 さらに、屋内退避中に食料等が不足するような場合には、関西電力(株)が供給。

（凡例）

：福井県内の施設 ：関西電力保有施設

3

大島小学校
（収容可能者数：75人）

はまかぜ交流センター
（収容可能者数：155人）

原子力研修センター
（収容可能者数：160人）

ふるさと交流センター
（収容可能者数：250人）

特別養護老人ホーム・楊梅苑
（収容可能者数：80人）

保健・医療・福祉総合施設なごみ
（収容可能者数：23人）

総合町民福祉センター
（収容可能者数：416人）

加斗小学校
（収容可能者数：50人） 養護老人ホームもみじの里

（収容可能者数：120人）

小浜市民体育館
（収容可能者数：200人）

アクール若狭
（収容可能者数：80人）

杉田玄白記念公立小浜病院
（収容可能者数：80人）

福井県栽培漁業センター
（収容可能者数：100人）

すぎ たげんぱく お ばま

内外海小学校
（収容可能者数：120人）

うち と み



避難の実施により健康リスクが高まる避難行動要支援者に係る対応

※ 一部の放射線防護対策施設は万一集落が孤立した場合にも活用

 避難の実施により健康リスクが高まる者については、輸送等の避難準備が整うまで、放射線防護機能を付加した近

傍の放射線防護対策施設（15施設）で屋内退避。

 これらの15施設では、PAZ内の在宅の避難行動要支援者等を最大合計約1,600人を収容可能。

 また、これら15施設では、 屋内退避者のための３～７日分を目安に食料及び生活物資等を備蓄。

 さらに、屋内退避中に食料等が不足するような場合には、関西電力(株)が供給。

4

（凡例）

：福井県内の施設

美浜町丹生介護予防センター
（収容可能者数：80人）

美浜町竹波原子力防災センター
（収容可能者数：80人）

美浜町山東公民館菅浜分館
（収容可能者数：57人）

にゅう

たけなみ

さんとう

美浜東小学校
（収容可能者数：171人）

旧西浦小中学校
（収容可能者数：35人）

常宮小学校
（収容可能者数：48人）

美浜町東部診療所
（収容可能者数：72人）

PAZ

市立敦賀病院
（収容可能者数：67人）

美浜町農村婦人の家
（収容可能者数：80人）

敦賀市立体育館
（収容可能者数：248人）

美浜中央小学校
（収容可能者数：205人）

じょうぐう

みはまちょう にしうら

みはまちょう すがはま

みはまちょう

みはまちょう とうぶ

みはまひがし

みはまちょう

つるが

つるが

ふくい

美浜西小学校
（収容可能者数：208人）

湖岳の郷
（収容可能者数：120人）

こがく

みはま

東浦小学校
（収容可能者数：98人）

ひがしうら

国立病院機構敦賀医療センター
（収容可能者数：60人）

つるが

みはま

美浜地域

つるが



避難退域時検査場所候補地の追加
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福井県、京都府及び滋賀県の避難退域時検査場所の候補地

 避難退域時検査は、府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、バックグラウンド
値の上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあらかじめ準備。

6

小浜IC

舞鶴東IC

福知山IC

綾部IC

PAZ

UPZ

※綾部ＰＡを経由

美浜町役場

道の駅若狭熊川宿

野田川わーくぱる

丹波自然運動公園

綾部工業団地・
交流プラザ

綾部ＰＡ
（あやべ球場）※

美山長谷運動広場

綾部市中央公民館

県若狭合同庁舎

長田野公園体育館

道の駅
てんきてんき丹後

三段池公園

み やま ながたに

道の駅藤樹の里

あどがわ・安曇川
図書館

新旭体育館・新旭
武道館

朽木中学校

今津総合運動公園

く つ き

とう じゅ

しんあさひ

加斗ＰＡ

小浜西ＩＣ

おさ だ の こうえん たい いく かん

お ばま

か と

さん だん いけ こうえん

ゼミナールハウス

わかさ くま がわしゅく

大飯高浜IC

小浜市総合運動場

道の駅名田庄
な た しょう

うみんぴあ大飯
おお い

鎌倉交差点

六路谷検問所
ろく ろ だにけん もん しょ

きのこの森

わか さ こいかわ

若狭鯉川海水浴場

敦賀市総合運動公園

あ ど がわ

舞鶴西IC

小浜西IC

【凡例】

福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

滋賀県が準備する候補地

南条SA
なん じょう

み かた ご こ

三方五湖PA

若狭町上中庁舎
わか さ ちょう かみなか

高島Ｂ＆Ｇ海洋
センター

くつ き

大飯地域

たかしま



福井県、滋賀県及び岐阜県の避難退域時検査場所の候補地

 避難退域時検査は、県内及び県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、バッ
クグラウンド値の上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地を
あらかじめ準備。

PAZ

UPZ

【凡例】

福井県が準備する候補地

岐阜県が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道27号

滋賀県が準備する候補地

北陸自動車道

国道８号

名神高速道路

7
春日IC

舞鶴西IC

綾部IC

大飯高浜IC

小浜西IC

小浜IC 若狭上中IC

若狭三方IC

若狭美浜IC

敦賀JCT

福知山IC

綾部JCT

今庄IC

武生IC

鯖江IC

福井IC

福井北IC

木之本IC

小谷城IC

長浜IC

米原IC

米原JCT

福井北JCT

湖東三山IC

県産業会館

県立音楽堂

県産業振興施設

刀根PA

きのこの森

ふくいけん しがけん ぎふけん

ふくいけん

しがけん

ぎふけん

福井市きらら館
ふくいし

敦賀市総合運動公園
つるがし

小浜西IC
おばまにし

若狭鯉川海水浴場
わかさこいかわ

うみんぴあ大飯
おおい

六路谷検問所
ろくろだに

鎌倉交差点
かまくら

加斗PA
かと

道の駅名田庄
なたしょう

小浜市総合運動場
おばまし 今津総合運動公園

いまづ

朽木中学校
くつき

道の駅若狭熊川宿
わかさくまがわじゅく

若狭合同庁舎
わかさ

若狭町上中庁舎
わかさちょうかみなか

三方五湖PA
みかたごこ

湖北体育館
こほく

新旭体育館・

新旭武道館

しんあさひ

しんあさひ

彦根IC
道の駅藤樹の里あどがわ・

安曇川図書館

とうじゅのさと

あどがわ

長浜IC
ながはま

県民共済ドーム長浜
ながはま

揖斐川健康広場
いびがわ

木之本ＩＣ
きのもと

越前水仙の里
えちぜんすいせんのさと

美浜町役場
みはまちょう

国交省山中基地
やまなか

美山アンデパンダン広場
みやま

北鯖江PA
きたさばえ

賤ケ岳SA
しずがたけ

国交省新道基地
しんどう

とね

疋田検問所
ひきだ

南条SA
なんじょう

まいづるわかさ

ほくりく

めいしん

高島B＆G海洋センター
たかしま

美浜地域



住民への情報伝達体制の強化
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住民への情報伝達体制②（新規）

 放射線防護対策施設、一時集合場所、避難退域時検査会場等において、原子力防災ピクトグラムを
活用し、幅広い世代や母語の住民等にわかりやすく情報を伝達。

9

※写真は令和７年度福井県原子力総合防災訓練より

原子力防災ピクトグラムによる
住民への情報伝達

原子力防災ピクトグラム



他地域の緊急時対応で整理
された事項等の反映
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複合災害時の避難に係る基本的な考え方（新規）

11

 複合災害により避難経路が不通となった場合に備え、あらかじめ複数の避
難経路を設定するなどの対策をとることとしている。

 仮に、複合災害により陸路が制限される場合には、避難経路確保に着手し
つつ、海路避難や空路避難、屋内退避を継続するなど、状況に応じた多様な
対応を行うことで、住民の安全確保に全力を尽くす。

 さらに、不測の事態が生じた場合には、国や関係自治体からの要請により、
実動組織が住民避難の支援を実施する。

【複数の避難経路の設定】 【実動組織による支援（海路避難・空路避難）】



複合災害時における対応体制（新規）

指示・調整の一元化

• 両本部から実動組織等への指示・調整の一元化
• 救助・救難活動や被災者支援の一元化

情報収集の一元化

本部
会議

原子力災害対策本部 緊急（非常、特定）災害対策本部

事務局
（現地組織含む）

意思決定の一元化

• 両本部による合同会議の開催

原子力規制庁ERC等
• 原発事故の鎮圧
• 放射線モニタリング
• 原発周辺住民への避難等に関する調整

• 地震等による被災状況の把握
• 被災者の救助
• 避難住民への支援

内閣府庁舎等

• 相互にリエゾンの派遣
• 情報共有ネットワークの相互導入

現場活動

（対象：自然災害）（対象：原子力災害）

 自然災害と原子力災害の複合災害が発生した場合は、自然災害に対応する「緊急災害対策本部」等と原子力災害に対応する「原子
力災害対策本部」の両本部が一元的に情報収集、意思決定、指示・調整を行う連携体制を整え、複合災害発生時の体制を強化。

 原子力災害時の避難経路の確保において、フィルタベントにより放射性物質の放出が予定されていて国が注意喚起を行うなど放射
性物質の放出のおそれなどにより、道路管理者や民間事業者による道路啓開等が困難となった場合は、実動組織（警察組織・消防
組織・自衛隊）に対して、各機関の役割や特長を踏まえ調整の上、人命救助のための通行不能道路の啓開作業、避難に係る支援（交
通規制等）を必要に応じて要請する（P●参照）。

実動組織等 12



積雪量が多く直ちに避難が困難な場合の対応（PAZ） （新規）

暴風雪や大雪などの警報等が解除され、天候が回復した場合であっても、避難経路の除雪が完了し、
安全に避難できる環境となるまでは屋内退避を継続する。※１

 主な避難経路の除雪が未完了の段階であっても、その他の避難経路が活用できる場合は、その他
の避難経路を活用する。

 主要な幹線道路の除雪が完了し、避難が可能となった時点で住民避難を開始する。なお、生活道路
の除雪が完了しなければ避難ができない場合において、道路管理者や民間事業者による除雪が困
難になった場合には、実動組織により除雪及び避難の支援（P●参照）を行うが、除雪が完了してい
ない間には、無理な自家用車避難による立ち往生などを回避するため、当該住民はバス等により避
難を行うこととする。※2

 社会福祉施設等の入所者についても、避難経路の除雪が完了した段階で避難を開始することとす
る。在宅の要支援者について、支援者の介助等によっても避難が困難な場合は、実動組織（消防、
自衛隊等）の支援により避難を行う。

※１ 立ち往生などにより除雪活動が妨げられることがないよう、豪雪時の対応について必要な広報を行う。
※２ 一時集合場所及び、社会福祉施設から幹線道路までの経路について優先的に除雪するなど、バスや福祉車両による避難が可能となるよう留意する。

• 屋内退避を継続 • 主な避難経路に加え、
その他の避難経路を活
用

• 無理な自家用車避難の回避、バス
避難への変更

• 在宅の要支援者で避難が困難な
場合は、実動組織に支援を依頼

除雪未完了

（警報等が解除）

除雪未完了
（一部避難経路が

通行可能）

除雪完了

（生活道路は未除雪）
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津波との複合災害時におけるPAZ内の防護措置（新規）

 津波との複合災害時（津波警報又は大津波警報の発表時）における避難行動では、住民の生命の安全確保を優先し、津

波による人命へのリスクを回避するため、津波に係る指定緊急避難場所等の安全が確保できる場所に避難を実施。

 その後、施設敷地緊急事態や全面緊急事態に至った場合であっても、津波に係る避難指示が発令されている場合には、原

子力災害に対する避難行動よりも津波に対する避難行動を優先。

 津波警報解除等、津波に対する安全が確保できる場合※１は、避難経路、避難手段、プラントの状況等を確認し、原子力災

害時に備えあらかじめ設定している避難先へ避難を実施。 なお、避難の実施により健康リスクが高まる者は、安全に避難

が実施できる準備が整うまで近傍の放射線防護対策施設にて屋内退避を実施。

施設敷地
緊急事態
要避難者

等

住 民

施設敷地緊急事態警戒事態 全面緊急事態

警報解除
（津波に対する安全が確保できる場合）

放射線防護対策
施設にて屋内退避津波に係る指定

緊急避難場所等
に避難

津波警報・大津波警報

無理に避難すると
健康リスクが高まる者

徒歩等

＜施設敷地緊急事態で津波警報・大津波警報が解除された場合の例＞

福祉車両等による避難

バスによる避難

ＵＰＺ外

避難先

一時集合
場所
（※３）

自家用車等による避難

安全に避難が実施
できる準備が整い
次第、避難
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※１ 津波警報等の発表中であっても、津波の影響を受けずに避難等の実施が可能であれば、原子力災害に係る避難等を実施。
※２ 自宅が津波による被害を受けていない住民は、自宅にて原子力災害に係る避難準備を実施し、その他の住民は津波に係る指定緊急避難場所等で原子力災害に

係る避難準備を実施。
※３ 一時集合場所は、津波に係る指定緊急避難場所等にもなっている場合がある。

津波に係る指定
緊急避難場所等

に避難

原子力災害に
係る避難準備

（※２）

避
難
経
路
や
避
難
手
段
の
確
保
状
況
等
を
確
認
後
、

原
子
力
災
害
に
係
る
避
難
等
を
実
施



積雪量が多く直ちに避難が困難な場合の対応（UPZ） （新規）

OIL基準を超過し、暴風雪や大雪などの警報等が解除された場合であっても、避難経路の除雪が完了
し安全に一時移転等ができる環境となるまでは、屋内退避を継続する。※１

 主な避難経路の除雪が未完了の段階であっても、その他の避難経路が活用できる場合は、その他
避難経路を活用する。

 主要な幹線道路の除雪が完了し、一時移転等が可能となった時点で住民避難を開始する。なお、生
活道路の除雪が完了しなければ避難ができない場合において、道路管理者や民間事業者による除
雪が困難になった場合には、実動組織により除雪及び一時移転等の支援（P●参照）を行うが、除雪
が完了していない間には、無理な自家用車避難による立ち往生などを回避するため、当該住民はバ
ス等により一時移転等を行うこととする。※２

 社会福祉施設等の入所者についても、避難経路の除雪が完了した段階で一時移転等を開始するこ
ととする。在宅の要支援者について、支援者の介助等によっても一時移転等が困難な場合は、実動
組織（消防、自衛隊等）の支援により一時移転等を行う。

※１ 立ち往生などにより除雪活動が妨げられることがないよう、豪雪時の対応について必要な広報を行う。
屋内退避中も、生活物資の受け取りや屋根の雪下ろし等、生活の維持に最低限必要な一時的な外出は可能。フィルタベントにより放射性物質の放出が予定
されている場合等については、一時的な外出を控える旨の注意喚起を国や自治体から行う。

※２ 一時集合場所及び社会福祉施設から幹線道路までの経路について優先的に除雪するなど、バスや福祉車両による一時移転等が可能となるよう留意する。

• 屋内退避を継続 • 主な避難経路に加え、
その他の避難経路を活
用

• 無理な自家用車避難の回避、バス
避難への変更

• 在宅の要支援者で一時移転等が
困難な場合は、実動組織に支援を
依頼

除雪未完了

（警報等が解除）

除雪未完了
（一部避難経路が

通行可能）

除雪完了

（生活道路は未除雪）

OIL
基準
超過

15



大雪の予報等の発表により屋内退避の継続が困難になると見込まれる場合（新規）

施設敷地
緊急事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

徒歩等

＜全面緊急事態で大雪の予報等が発表された場合＞

バスによる避難

ＵＰＺ外

屋内退避準備

一時集
合場所

自家用車等による避難

自宅等にて
屋内退避

気象庁における大雪の予報等

屋内退避を継続

屋内退避の継続が困
難になると見込まれる

屋内退避の継続が可
能と見込まれる

 気象庁から大雪の予報等が発表され、屋内退避の継続が困難になると見込まれ、交通障害等により避難を実施することで命に危険

が及ぶ前に避難が必要であると、関係自治体等が判断した場合には、その指示に従いUPZ外へ避難を行う。

 屋内退避指示が出ている中で大雪が発生すると、停電により消融雪設備が停止し、物資の受け取り、人的支援、一時的な外出等が

困難になることも想定される。加えて、フィルタベントにより放射性物質の放出が予定され一時的な外出を控える旨の注意喚起がされ

た場合には、一時的な外出を実施できない期間が長くなるため、屋内退避の継続が困難になると見込まれた時点で避難を行うことが

できる。

 屋内退避の継続が困難となった時点での避難は、天候や除雪等の状況によって、交通障害が発生し、命に危険が及ぶため、屋内退

避の継続が困難になると見込まれた時点かつ安全に避難ができる段階で避難を行うことができる。

一時的な外出は可能
一時的な外出を
控える注意喚起

大雪により一時的
な外出等が困難

大雪警報等の発表

県内避難先

・原子力災害時に備えあらかじめ設定している
県内避難先

県内避難先：P●参照
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17

関係市町の整備箇所数

たかはまちょう

ちょう

おばまし

わかさちょう

まいづるし

あやべし

なんたんし

きょうたんばちょう

ふくちやまし

みやづし

いねちょう

たかしまし

○福井県

高浜町：2か所

おおい町：4か所

小浜市：8か所

若狭町：2か所

○滋賀県

高島市：11か所

：整備箇所

（凡例）

オートピア高浜 給油所

○京都府

舞鶴市：18か所

綾部市：8か所

南丹市：10か所

京丹波町：6か所

福知山市：19か所

宮津市：10か所

伊根町：3か所

 国は、自家発電設備を備え、災害による停電時にも地域の住民の方々に継続して給油を行うことができる「住民拠
点サービスステーション」を、合計101か所（福井県16か所、京都府74か所、滋賀県11か所）整備済み。

 災害による停電時には、これらの住民拠点サービスステーション等を拠点とし、燃料供給を行う。

災害による停電時の燃料供給拠点について（新規） 高浜地域

※令和7年2月28日時点

PAZ

UPZ
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（凡例）

：整備箇所

大島給油所

PAZ

UPZ

災害による停電時の燃料供給拠点について（新規）

 国は、自家発電設備を備え、災害による停電時にも地域の住民の方々に継続して給油を行うことができる「住民拠
点サービスステーション」を、関係市町内に合計131か所（福井県17か所、京都府103か所、滋賀県11か所）整備済み。

 災害による停電時には、これらの住民拠点サービスステーション等を拠点とし、燃料供給を行う。

関係市町の整備箇所数

○福井県

おおい町： 4か所

小浜市 ： 8か所

高浜町 ： 2か所

若狭町 ： 2か所

美浜町 ： 1か所

○京都府

舞鶴市 ：18か所

綾部市 ： 8か所

南丹市 ：10か所

京丹波町： 6か所

京都市 ：61か所

○滋賀県

高島市 ：11か所

※令和7年2月28日時点

大飯地域
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UPZ

PAZ
岐阜県関係町の
整備箇所数

揖斐川町：5か所

滋賀県関係市の
整備箇所数

高島市：11か所
長浜市：21か所

福井県関係市町の
整備箇所数

美浜町：1か所
敦賀市：16か所
若狭町：2か所
小浜市：8か所
南越前町：3か所
越前市：14か所
越前町：7か所

災害による停電時の燃料供給拠点について（新規） 美浜地域

たかしまし

みはまちょう

いびがわちょう

ながはまし

つるがし

おばまし

えちぜんし

えちぜんちょう

みなみえちぜんちょう

わかさちょう

 国は、自家発電設備を備え、災害による停電時にも地域の住民の方々に継続して給油を行うことができる「住民拠点サー
ビスステーション」を、関係市町に合計88か所（福井県51か所、滋賀県32か所、岐阜県5か所）整備済。

 災害による停電時には、これらの住民拠点サービスステーション等を拠点とし、燃料供給を行う。

※令和7年2月28日時点
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